
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
ふ
じ
み
野
店 

 
 

 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
大
井
中
央
二
丁
目
千
百
九
十
六
番
四
十
五 

 
 

 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

開
店
時
間
は
午
前
十
時
、
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
は
午
前
九

時
三
十
分
か
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
繰
り
下
げ
て
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

午
前
八
時
台
か
ら
九
時
台
は
大
学
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
、
幼
稚
園
の
送
迎
バ
ス
な
ど
が
市
道

五
―
三
六
号
線
を
利
用
す
る
時
間
帯
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
通
勤
者
の
車
や
、
一
般
の

商
用
車
な
ど
が
国
道
二
五
四
号
線
（
川
越
街
道
）
の
抜
け
道
と
し
て
市
道
五
―
一
七
号
線
を

利
用
し
て
お
り
ま
す
。 

当
該
店
舗
は
こ
の
二
つ
の
市
道
の
交
差
点
に
あ
る
こ
と
を
ご
配
慮
い
た
だ
き
た
い
。
現
在

で
も
朝
の
通
勤
通
学
時
間
帯
に
交
通
量
が
多
い
こ
と
を
見
れ
ば
、
当
店
舗
の
開
店
後
は
さ
ら

に
交
通
渋
滞
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
付
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
狭
い
道

に
歩
行
者
、
自
転
車
そ
し
て
自
動
車
の
増
加
と
な
れ
ば
交
通
事
故
の
多
発
な
ど
、
生
活
環
境

の
悪
化
が
ま
す
ま
す
懸
念
さ
れ
ま
す
。 

当
地
域
は
ふ
じ
み
野
市
に
と
り
文
教
地
区
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
市
立
図
書
館
、
文
京
学
院

大
学
、
文
京
学
院
大
学
ふ
じ
み
野
幼
稚
園
、
聖
路
加
看
護
学
園
運
動
場
な
ど
を
誘
致
し
て
参

り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
も
ご
配
慮
い
た
だ
き
、
上
記
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 


